
１４０３ 原則的な課税価格の決定方法

１．原則的な課税価格の決定方法

輸入貨物に係る輸入取引（買手が本邦に住所、居所、本店、支店、

事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを

除く。以下同じ。）がされた場合において、その輸入取引に関し買手に

より売手に対し又は売手のために、その輸入貨物について現実に支払

われた又は支払われるべき価格（現実支払価格）に、この価格に含ま

れていない運賃等（加算要素）の額を加えて、課税価格を計算する方

法です。

２．加算要素

具体的には、次の費用が加算要素です。

(1) 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料そ
の他運送に関する費用

(2） 輸入貨物に係る輸入取引に関して、買手により負担される手数料

や費用のうち、次のもの

① 仲介手数料その他の手数料（買付けに関しその買手を代理する

者に対し、その買付けに係る業務の対価として支払われるものを

除く。）

② 輸入貨物の容器の費用

③ 輸入貨物の包装に要する費用

(3） 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は

値引きをして、直接又は間接に提供された物品や役務のうち、次の

ものに要する費用

① 輸入貨物に組み込まれている材料、部分品等

② 輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型等

③ 輸入貨物の生産の過程で消費された物品

④ 技術、設計その他の輸入貨物の生産に関する役務

(4） 輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権、その他これらに類する

ものの使用に伴う対価で、その輸入貨物の取引の状況その他の事情

からみてその輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は

間接に支払われるもの

(5)  買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に
売手に帰属するものとされているもの

なお、この原則的な課税価格の決定方法を適用できない場合もありま

すので、コード番号 1404「原則的な課税価格の決定方法以外の方法」も
参照して下さい。

（関税定率法第４条）
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関税評価に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。

http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/hyoka.htm
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